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ⅤⅤ-2．建築物の設計に係る契約に関する基本的事項について 
 

１．はじめに 

１１－－１１  建建築築物物のの設設計計にに係係るる契契約約にに関関すするる基基本本的的事事項項 

環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物に係る契約の体系及び建築物の設

計に係る契約の位置づけ、並びに建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は、以下のと

おりである。 
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そそのの他他のの省省エエネネ改改修修事事業業にに係係るる契契約約 ⅤⅤ-4-2…

建築物の設計に係る契約

建築物の維持管理に係る契約

建築物の改修に係る契約

ESCO事事業業にに係係るる契契約約

建築物に係る契約

 

図Ⅴ－2.1－1 基本方針における建築物の設計に係る契約の位置づけ 

 

①建築物の設計に係る契約 

建築物の設計に係る契約に関する基本的事項は以下のとおりとする。ただし、当該事業

の主目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室

効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等についてはこの限り

ではない。 

・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として温室効果

ガス等の排出の削減に配慮する内容（自然エネルギー等の積極的な利用を含む。）を含

む技術提案を求め、総合的に勘案してもっとも優れた技術提案を行った者を特定する方

式（以下「環境配慮型プロポーザル方式」という。）を採用するものとする。 

・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、設計成

果に求める施設の長寿命化、省エネルギー・省資源、自然エネルギーの利用、環境負荷

低減に配慮した木材等の資機材の利用等を踏まえた環境保全性能を契約図書に明記する

ものとする。 

・建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、建築物のライフサイ
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クル全般におけるエネルギー消費量等のデータ活用等の重要性に鑑み、必要に応じ、エ

ネルギー管理機能の導入を契約図書に明記するものとする。 

・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合であって、特定された者の技術提案に盛り

込まれた温室効果ガス等の排出の削減への配慮の内容が、経済性にも留意して妥当と判

断されるときは、その内容を契約図書に明記することにより、当該技術提案の内容が設

計成果に反映されるようにするものとする。 

・環境配慮型プロポーザル方式を採用した場合にあっては、特定された者と契約を締結し、

設計成果について総合的な環境保全性能とともに生涯二酸化炭素排出量（LCCO2）の評

価を契約の相手方（設計者）に求めるものとする。 

・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、あらかじめその旨及び概要を公

表するものとし、また、概要を変更したときは変更後の概要を公表するものとする。 

・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、技術提案の提出を求める者に対

し必要な情報を提供し、検討のための適切な時間を確保するように配慮するものとする。 

・環境配慮型プロポーザル方式による発注に当たっては、公平性、透明性及び客観性を確

保するものとする。 

 
建築物における温室効果ガス等の排出の削減を推進するためには、設計に対し一定の環境

保全性能を求め全体の環境保全性を高めるとともに、建築物における環境保全性を一層高め

るため、設計者に対し積極的に温室効果ガス等の削減に関する技術提案を求め、環境保全に

関する優れた技術力を持つ設計者を積極的に活用することが適切と考えられる。 
また、継続的な環境配慮技術の活用を行い、適切に評価をしていくことで、環境に配慮し

た設計技術の向上が期待される。 
このため国等の機関の建築物の建築又はその他の省エネ改修事業に係る契約のうち大規模

な改修に係る設計を委託する場合には、次の２段階の環境配慮を求めることとし、以下では、

その内容及び手続について説明することとする。 

ただし、建築物の設計に係る契約に関する基本的事項に示されているとおり、建築物の設

計に係る契約においては、当該事業の主目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の

項目が特に優先される事業、温室効果ガス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんど

ない事業等59については、必ずしも基本的事項を適用するものではない。なお、発注者の判断

により、可能な範囲で環境配慮契約を行うことが望ましい。 

 

 要求環境保全性能の規定 
⇒ 設計業務を発注する際に環境保全性能を求めることにより、全ての設計の環境保

全性能を一定の水準まで向上させる 

 
59 温室効果ガス等の削減について、極めて高度な特定の機能に対する要求性能が温室効果ガス等の排出削減に優

先する事業、設計業務発注前に多くの項目について意思決定がなされ優先されるべき事項が決定している事業、

宿舎等で一連の施設群に対し最初の設計を基に連続的に設計を行う事業、及び特段の事情により採択できない理

由を事前に公表している事業 
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 優れた環境配慮設計の推奨 
⇒ 環境配慮型プロポーザル方式の導入により、温室効果ガス等の削減に関する技術

提案を求め、環境保全に対し優れた創造性、技術力、経験等を有する設計者を選定

することにより、建築物の環境保全性能を向上させる 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ※横軸は環境保全性能レベルの分布イメージ 

 

図Ⅴ－2.1－2 建築物の設計における環境配慮のイメージ 

 
１１－－２２  本本解解説説資資料料のの使使いい方方 

本解説資料は、環境配慮契約法に基づく基本方針に定められた、建築物の設計に係る契約

に関する基本的事項を踏まえ、発注者が具体的に建築物の設計に係る契約を締結する際の参

考として使用されることを想定したものである。 
本解説資料は、建築物の設計に係る契約に当たっての考え方や具体的な内容、実際の事務

手続等について説明したものである。 
なお、本解説資料に示した事例は参考例であり、当該地域の実情等を踏まえ、発注者が適

切に対応することが必要である。 

 

環環境境保保全全性性能能をを求求めめるるここととにによよるる全全ててのの設設計計のの環環境境保保全全性性能能向向上上 
 
→全ての建築物で最低限満たすべき水準を規定し、確実に環境と
調和の取れた施設整備を推進する。 

要要求求環環境境保保全全性性能能のの規規定定 

建建
築築
物物
のの
環環
境境
保保
全全
性性
能能 

環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式のの導導入入にによよるる技技術術力力向向上上 
 
→環境配慮型プロポーザル方式を活用することによ
り、環境保全に対し優れた創造性、技術力、経験
等を有する設計者を選定し、優れた手法の発掘と
環境配慮設計技術の向上を図り、建築物の環境保全
性能の向上を推進する。 

優優れれたた環環境境配配慮慮設設計計のの推推奨奨 

２２段段階階のの環環境境配配慮慮にによよっってて建建築築物物のの環環境境保保全全性性能能のの向向上上をを図図るる 

レレベベルルアアッッププ 

ボボトトムムアアッッププ 

本本解解説説資資料料のの対対象象 
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２．用語の定義 

本解説資料において使用している用語の定義は、以下のとおりである。 

建築物 

建築物とは、建築基準法上の「建築物」をいう。 
 建築基準法第 2 条第 1 号において「土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若

しくは壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属する門

若しくは塀、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務

所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設（鉄道及び軌道の線路敷地内

の運転保安に関する施設並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他こ

れらに類する施設を除く。）をいい、建築設備を含むものとする。」と定められ

ている。 

建築 

建築とは、建築基準法上の「建築」をいう。 
 建築基準法第 2 条第 13 号において「建築物を新築し、増築し、改築し、又は移

転することをいう。」と定められている。 

大規模な改修 

大規模な改修とは、建築基準法上の「大規模の修繕」及び「大規模の模様替」をいう。 
 建築基準法第 2 条第 14 号において「大規模の修繕」とは「建築物の主要構造部

の一種以上について行う過半の修繕をいう。」第 15 号において「大規模の模様

替」とは「建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。」

と定められている。 

環境保全性能 

「官庁施設の環境保全性に関する基準」（官庁営繕関係統一基準）に準拠する。 
 「３．要求環境保全性能の規定について」を参照 

契約図書 

「公共建築設計業務委託共通仕様書」（官庁営繕関係統一基準）の定義に従う。 
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「公共建築設計業務委託共通仕様書」（官庁営繕関係統一基準）より抜粋 

１．２ 用語の定義 
４．「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 
５．「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様
書をいう。 

６．「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場
説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 

７．「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務
の契約条件を説明するための書面をいう。 

８．「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書
等をいう。 

９．「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。 
10．「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 

 

プロポーザル方式 

プロポーザル方式は、そのプロジェクトにとって最も適切な創造力、技術力、経験などを

持つ「設計者（人）」を選ぶ方式。 
 プロポーザル方式については、「４－２ 建築の設計におけるプロポーザル方式

の意義」及び「４－３ 建築の設計におけるプロポーザル方式の適用範囲と配慮

すべき事項等」を参照 

環境配慮型プロポーザル方式 

建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務の発注に当たって、温室効果ガス等の排出

の削減に配慮する内容（自然エネルギーの積極的な利用を含む。）をテーマとした技術提案

を求め、総合的に最も優れた者を特定するプロポーザル方式。 
 「４－１ 環境配慮型プロポーザル方式について」を参照 

生涯二酸化炭素排出量（LCCO2）、ライフサイクル二酸化炭素排出量（LCCO2） 

建設・運用・廃棄など建築物のライフサイクルを通じて排出される CO2 の総量をいう。 
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３．要求環境保全性能の規定について 

建築物の設計については、建設地の立地・入居者の使用目的・地域との調和・予算等様々

な設計条件を総合的に検討し、それらを高度にバランスさせた状態で取りまとめていくもの

である。このため、総合的には優れていても環境への負荷が比較的大きな設計となる場合が

起こりえる状況にある上に、設計者の考え方によってそのバランスが一様ではなく、バラツ

キをもっている状況にある。温室効果ガス等の削減は、地球環境に対して極めて重要な課題

であり認識も高くなりつつあるが、もっぱら総合性能に着目した自由な競争のみでは温室効

果ガスの排出増加を抑えることが困難である。このため、建築物の建築又はその他の省エネ

改修事業のうち大規模な改修の委託を行う場合にあっては、最低限必要とする環境保全性能

を設計委託段階で指定し、契約要件とすることで、著しく環境保全性能の悪い設計を排除す

ることが必要である。 
官庁施設については、官庁営繕関係基準類等の統一化に関する関係省庁連絡会議において

「官庁施設の環境保全性基準」が統一基準として決定されていることから、設計業務の実施

に当たって同基準を適用することを設計仕様書に明記60すること等により設計成果に求める

環境保全性能を規定することができる。更に環境保全性能の上乗せを行う場合は、CASBEE
における BEE 値やエネルギー消費量、ライフサイクル二酸化炭素排出量（LCCO2）等の値を

設定し、設計成果に求める環境保全性能として設計仕様書に記載する。 
住宅の用途にあっては「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（平成 11 年法律第 81 号）

に基づく「評価方法基準」（平成 13 年 8 月 14 日国土交通省告示第 1347 号）があり、これら

を参考に設計成果に求める環境保全性能の最低水準を定めることが考えられる。 
以下に各基準の概要を示す。なお、研究施設及び医療施設等の特殊性のある建築物につい

ては、建築物の特性を踏まえつつ、これらの基準に準拠して設計成果に求める環境保全性能

の最低水準を適切に規定する必要がある。 

 
３３－－１１  官官庁庁施施設設のの環環境境保保全全性性基基準準 

「官庁施設の環境保全性基準」（官庁営繕関係統一基準、令和 4 年 3 月改定）は、環境負

荷の低減及び周辺環境の保全に配慮した官庁施設の整備を推進することを目的として、官庁

施設に求められる環境保全性の水準（新築の場合）及びこれを確保するために必要な技術的

事項等を定めている。 
○環境保全性に係る性能 
環境保全性に係る性能は、環境負荷低減性（長寿命、適正使用・適正処理、エコマテリア

ル、省エネルギー・省資源）及び周辺環境保全性（地域生態系保全、周辺環境配慮）とする。 

 
60 政府実行計画においては、「新築事業については原則 ZEB Oriented 相当以上とし、2030 年度までに新築建築物

の平均で ZEB Ready 相当となることを目指す」ことが掲げられており、「官庁施設の環境保全性基準」では確保

すべきエネルギー消費性能として原則 ZEB Oriented 相当以上とすることを規定している。また、「2030 年度には

設置可能な建築物（敷地を含む。）の約 50％以上に太陽光発電設備を設置することを目指す」こととされており、

太陽光をはじめとした再生可能エネルギーの最大限の活用が求められている。 
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○環境保全性の水準 
（１）建築環境総合性能 

① 特定事務庁舎61を新築する場合 
建築物環境総合評価システム（CASBEE）による建築物の環境効率（BEE 値）が

1.5 以上となること。 
② ①以外 

建築物環境総合評価システム（CASBEE）による建築物の環境効率（BEE 値）が

1.0 以上となること。 
（２）建築物のエネルギー消費性能 

① 新築する場合 
原則として、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業

省・国土交通省第 1 号。以下「基準省令」という。）に基づく設計一次エネルギ

ー消費量（その他一次エネルギー消費量を除く。また、再生可能エネルギーに伴

う一次エネルギー消費量の削減分を含めない。）の値が、基準省令に基づく用途

に応じてそれぞれ次の値以下となること。 
a． 事務所等、学校等、工場等 

基準省令に基づく基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量

を除く。）の値に 0.6 を乗じて得た値 
b． a 以外 

基準省令に基づく基準一次エネルギー消費量（その他一次エネルギー消費量

を除く。）の値に 0.7 を乗じて得た値 
② ①以外 

省エネ性能の向上のための措置を講じること。 
（３）運用段階におけるエネルギー消費量（運用エネルギー）及びそれに伴う二酸化炭素

排出量（運用 CO2）、ライフサイクル二酸化炭素排出量（LCCO2）、ライフサイク

ル廃棄物最終処分量（LCW）並びにライフサイクル資源投入量（LCR）を算出する

方法、その他の方法により環境保全性を確認する場合は、（１）及び（２）に掲げ

る区分を考慮した水準を設定して行うこと。 
 

３３－－２２  住住宅宅のの評評価価方方法法基基準準 

「評価方法基準」（平成 13 年 8 月 14 日国土交通省告示第 1347 号）は「住宅の品質確保の

促進等に関する法律」に基づき、表示すべき住宅性能に関する基準を定めるものであり、評

価の方法の基準（総則）として次の３項目の基準を規定している。 
 設計住宅性能評価 

 
61 建築物のエネルギー性能の向上に関する法律（平成 27 年法律第 53 号。以下「建築物省エネ法」という。）第

12 条第 1 項に基づく、建築物エネルギー消費性能確保計画における建築物の用途の区分が「事務所」又は「税務

署、警察署、保健所又は消防署その他これに類するもの」のみに該当する延べ面積が 2,000 ㎡以上の官庁施設をい

う。 
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 新築住宅に係る建築住宅性能評価 
 既存住宅に係る建築住宅性能評価 

また、設計住宅性能評価は、設計図書を評価基準（新築住宅）に照合して行うこととされ

ており、評価の方法の基準（性能表示事項別）として 10 項目の基準を規定している。 
 構造の安定に関すること 
 災害時の安全に関すること 
 劣化の軽減に関すること 
 維持管理・更新への配慮に関すること 
 温熱環境に関すること 
 空気環境に関すること 
 光・視環境に関すること 
 音環境に関すること 
 高齢者等への配慮に関すること 
 防犯に関すること 

評価の方法の基準（性能表示事項別）の中では「温熱環境に関すること」が温室効果ガス

等の排出の削減に最も影響が大きいと考えられることから、「断熱等性能等級」及び「一次

エネルギー消費量等級」の規定における要件を契約図書に含めることも重要である。 

表Ⅴ－2.3－1 断熱等性能等級及び一次エネルギー消費量等級 

項項      目目 結結      果果 

5.温熱環境・

エネルギー

消費量に関

すること 

5-1 断 熱 等

性能等級 

外壁、窓等を通しての熱の損失の防止を図るための断熱化等による対策の程度 
地域の区分［１・２・３・４・５・６・７・８］ 
外皮平均熱貫流率【   W/(㎡･K)】 冷房期の平均日射熱取得率【   】 
７ 熱損失等のより著しい削減のための対策が講じられている（8 地域を除く） 
６ 熱損失等の著しい削減のための対策が講じられている 
５ 熱損失等のより大きな削減のための対策が講じられている 

４ 熱損失等の大きな削減のための対策（基準省令に定める建築物エネルギー消

費性能基準に相当する程度）が講じられている 
３ 熱損失等の一定程度の削減のための対策が講じられている 
２ 熱損失の小さな削減のための対策が講じられている 
１ その他 

5-2 一 次 エ

ネルギー消

費量等級 

一次エネルギー消費量の削減のための対策の程度 
地域の区分［１・２・３・４・５・６・７・８］ 
床面積当たりの設計一次エネルギー消費量【   MJ/(㎡･年)】 
６ 一次エネルギー消費量の著しい削減のための対策が講じられている 

５ 

一次エネルギー消費量のより大きな削減のための対策（基準省令に定める建築物

のエネルギー消費性能の向上の一層の促進のために誘導すべき基準（その設定の

基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準省令第12条第１項の規定により

求められたものであるものに限る。）に相当する程度）が講じられている 

４ 

一次エネルギー消費量の大きな削減のための対策（基準省令に定める建築物エネ

ルギー消費性能基準（その設定の基礎となる基準一次エネルギー消費量が、基準

省令第５条第１項の規定により求められたものであるものに限る。）に相当する

程度）が講じられている 
１ その他 

「設計住宅性能評価書（一戸建ての住宅）」より作成 
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４．優れた環境配慮設計の推奨 

４４－－１１  環環境境配配慮慮型型ププロロポポーーザザルル方方式式ににつついいてて 

（１）趣旨 

建築物に要求される性能は、環境保全性、社会性、安全性、機能性、経済性など多岐にわ

たる。このため、建築物の設計に当たって一律に環境保全性能を求める訳にはいかないもの

の、温室効果ガス等の環境負荷低減の観点からは、設計者においては、様々な要求事項の中

で環境と高度に調和のとれた設計を行う高い技術力が要求される。このような状況から建築

物の設計にあっては、温室効果ガス等の排出削減に関する内容を盛り込んだ技術提案を求め

ることが適切である。 
また、より質の高い設計を進めていくためには、可能な限り事業の早い段階において環境

配慮に関する意思決定がなされることが重要である。環境に配慮された設計については、設

計の初期の段階から意匠・構造・設備等からなる設計チームのバランスが取れた環境配慮に

対する提案・検討がなされ、実現されていくことが重要であり、これらの取組が推進される

ように十分に配慮する必要がある。 
このような要請がある中、プロポーザル方式は、設計者や設計組織の持つ創造力や確かな

技術力、これまでの経験の蓄積に基づく専門家としての豊かなノウハウを技術提案書から評

価し設計者を選定するものであり、とりわけ建築物の設計において、敷地の条件や各種の要

求性能を考慮し、温室効果ガス等の排出量を有効に削減していく設計を行っていくには、立

地の特性等を踏まえた高度な技術的判断が必要なため、その活用が適切である。 
しかしながらプロポーザル方式の運用に当たっては、極めて高い公平性・透明性・客観性

が必要である62。 
このような観点から、環境配慮型プロポーザル方式の運用に当たっても、その基礎として、

公平性・透明性・客観性の高い手続のあり方について改善を逐次重ねている国土交通省で採

用されているプロポーザル方式に準じた運用を行うこととする。 

（２）適用範囲 

建築物の建築又は大規模な改修に係る設計業務を発注する場合は、原則として、環境配慮

型プロポーザル方式を採用する。建築物の設計において温室効果ガス等の排出削減に関する

内容について、それぞれの建築物の立地条件や様々な要求性能を考慮し、高度な技術的判断

を必要とする設計の場合には、環境配慮型プロポーザル方式の対象とするが、当該事業の主

目的に照らして温室効果ガス等の排出の削減以外の項目が特に優先される事業、温室効果ガ

ス等の削減について設計上の工夫の余地がほとんどない事業等についてはこの限りではない。 
なお、環境配慮型プロポーザル方式の手続終了後に行われる契約手続は会計法令等に基づ

いて行うべきものであること及び本手続を採用できるのは、会計法第 29 条の 3 第 4 項の契約

 
62 一部の事業においては、適切な情報公開がなされていない等により、十分な透明性が確保されていない事例も

あり、一層の留意が必要である。 
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の性質又は目的が競争を許さない場合に限られることに留意されたい。 

（３）環境配慮型プロポーザル方式の実施 

環境配慮型プロポーザル方式の実施に当たっては、当該建築物の要求事項から設定される

技術提案項目のうち、必ず１つ以上に、温室効果ガス等の排出削減に関する内容（パッシブ

手法の省エネルギー対策や自然エネルギー利用を含む。）を盛り込むこととする。 
また、対象とする業務の公表についても併せて留意するものとする。 
 各省庁等は、毎年度環境配慮型プロポーザル方式を行う業務を指定し、その業務

の概要とともに環境配慮型プロポーザル方式を行う旨を公表63するものとする。 
 環境配慮型プロポーザル方式を行う旨公表した業務について、変更があった場合

には、変更後の概要を公表するものとする。 

 
４４－－２２  建建築築のの設設計計ににおおけけるるププロロポポーーザザルル方方式式のの意意義義 

一般に、建築設計は、発注者の企画目的を実現するため、設計条件を基に設計者が創意工

夫をもって施設の空間構成を具体化するものであり、成果物が必ずしもあらかじめ特定でき

ない業務である。このため、建設される建築物の質や経済性等は設計者の選定によって大き

く左右される。 
公共施設は国民共有の資産として質の高さが求められることから、その設計業務を委託し

ようとする場合は、設計料の多寡のみによる選定方法によって設計者を選定するのではなく、

設計者の創造性、技術力、経験等を適正に審査の上、その設計業務の内容に最も適した設計

者を選定することが極めて重要である 。 
プロポーザル方式は建築物の質の高さに重点を置いており、そのプロジェクトにとって最

も適切な創造力、技術力、経験などを持つ「設計者（人）」を選ぶ方式である。質の高い建

築設計を行うために最も重要なのは、設計者の能力や経験などの資質である。具体的には、

設計者や設計組織（チーム）の持つ創造力や確かな技術力、これまでの経験の蓄積に基づく

専門家としての豊かなノウハウが、発注者が要求する性能・品質を有する建築物を実現する

上で必要である。そうした設計者の選定方法として望ましいのが「プロポーザル方式」であ

る。プロポーザル方式は、設計案を作っていく上で発注者との共同作業を進めるパートナー

として、最も適した設計者を選定しようとするものである。 
国においては、国土交通省で平成 3 年 3 月の建築審議会の答申「官公庁施設の設計業務委

託方式のあり方」を受け、建築設計業務委託に関する制度の充実に努め、平成 6 年には設計

者の選定にプロポーザル方式を導入し、その後、この方式の普及と運用上の改善等を行い、

官庁施設の設計において、プロポーザル方式が広く適用され、建築物の質に重点を置く設計

の推進が図られてきた。 

 
63 既に各府省庁においては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」（平成 12 年 11 月 27 日法

律第 127 号）の規定等により、発注予定案件が四半期ごとに公表されていることから、こうした仕組みを利用す

ることが考えられる。なお、該当案件については、一般的に年度当初に公表されている。 
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また、平成 17 年に施行された「公共工事の品質確保の促進に関する法律」（平成 17 年 3
月 31 日法律第 18 号）の第 9 条第 1 項に基づく「公共工事の品質確保の促進に関する施策を

総合的に推進するための基本的な方針」においても「公共工事に関する調査等の契約におい

ても、（中略）価格のみによって契約相手を決定するのではなく、技術提案を求め、その優

劣を評価し、最も適切な者と契約を結ぶこと等を通じ、その品質を確保することが求められ

る。」とされている。 

 
４４－－３３  ププロロポポーーザザルル方方式式のの適適用用範範囲囲とと配配慮慮すすべべきき事事項項等等 

（１）プロポーザル方式の適用範囲 

「公共事業の入札・契約手続きの改善に関する行動計画」（平成 6 年 1 月 28 日閣議了解）

において、「国及び一定の政府関係機関の公共事業に係る設計・コンサルティング業務で 45
万 SDR 以上のものの調達については、公募型プロポーザル方式又は公募型競争入札とする」

とされている。 
また、プロポーザル方式の手続終了後に行われる契約手続は会計法令等に基づいて行うべ

きものであり、本手続を採用できるのは、会計法第 29 条の 3 第 4 項の契約の性質又は目的が

競争を許さない場合に限られる。 
これを受けて国土交通省では、プロポーザル方式の対象業務は表Ⅴ－2.4－1 に掲げる業務

のうち、地方整備局長又は事務所長が必要と認める業務について行うものとされ、入札・契

約手続の適正化に努めている（ただし、特許、著作権、非公開情報等を必要とする業務を除

く。）64。 
表Ⅴ－2.4－1 プロポーザル方式の対象業務 

(1) 
都市計画調査、地域計画調査、総合開発計画調査、環境影響調査、広報計画調査、

意向調査、社会経済計画調査、複数の分野にまたがる調査等広範かつ高度な知識と

豊かな経験を必要とする業務 

(2) 
重要構造物の計画調査、大規模かつ複雑な施工計画の立案、景観を重視した施設設

計、高度な構造計算を伴う設計、高度な解析を伴う地質調査等比較検討又は新技術

を要するものであって高度な知識と豊かな経験を必要とする業務 

(3) 
景観調査、大規模な軟弱地盤対策調査、密度流の二・三次元解析調査、技術・管理

システム等の評価検討調査、既設施設の機能診断、先端的な計測・試験を含む地質

調査等先例が少なく実験解析又は特殊な観測・診断を要する業務 
(4) 計画から設計まで一貫発注する業務 

(5) 
象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性等を求められる設計業務及び高度な技術

的判断を必要とする設計業務(いわゆる設計競技方式の対象とする業務を除く。) 

(6) 
その他プロポーザルに基づき執行することが適当であると地方建設局長等が認め

る業務 

 
64 「プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の特定手続について」（平成 6 年 6 月 21 日付け建設省厚発

第 269 号、建設省技調発第 135 号、建設省営建発第 24 号） 
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表Ⅴ－2.4－1 の(1)から(5)に規定されている業務に加え、標準的な業務の実施手法が定めら

れていない業務については、原則としてプロポーザル方式が適用されている65。 
表Ⅴ－2.4－1 の業務のうち予定価格が基準額以上のものは公募型プロポーザル方式の対象

であり66、予定価格が 5,000 万円以上、基準額未満のものは簡易公募型プロポーザル方式の対

象とされている67。 

 
（万円） 

 

 
公募型 

標 準 
 

 

 
簡易公募型 

 

 

 
標 準 

  政府調達協定 

対象業務 

政府調達協定 

対象外業務 

図Ⅴ－2.4－1 予定価格に応じたプロポーザル方式の分類 

※上記「公募型」「簡易公募型」「標準」とは「建設コンサルタント業務等の入札・契約手続き

の運用について」（平成 12 年 12 月 6 日付け、建設省厚契発第 43 号、建設省技調発第 191 号、

建設省営建発第 70 号）に規定されたプロポーザル方式。 
※上記「基準額」とは「工事又は業務等に係る通知等における基準額について」（令和 4 年 3 月

30 日付け、国官会第 23759 号、国官技第 377 号、国営管第 848 号、国営計第 214 号、国営整第

172 号、国港総第 750 号、国港技第 111 号、国北予第 75 号）に定める額。 

（２）プロポーザル方式で配慮すべき事項等 

① 公平性、透明性の確保 

プロポーザル方式では、一般競争入札方式のように単に入札金額で落札者を決定するもの

ではないため、設計者の提案を適切な体制で審査し、公平性、透明性、客観性を確保しなが

ら進める必要がある。 
併せて、提案者が審査結果に対して説明を求めること、及び一連の手続に関して苦情を申

し立てることができる仕組みの導入についても考慮する必要がある。 

② 設計意図の継承 

プロポーザル方式では、提案された技術提案書を審査し、当該業務に対し最も適した技術

提案者として選定された設計者と契約を締結し、設計業務を実施していく。 

 
65 「建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の改善について」（平成 12 年 7 月 26 日付け、建設省厚契発第

25 号・技調発第 119 号・営建発第 47 号） 
66 「公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・手続について」（平成 6 年 6 月 21 日付け、

建設省厚発第 270 号、建設省技調発第 136 号、建設省営建発第 25 号） 
67 「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・特定手続について」（平成 8 年 9 月 26
日付け建設省厚契発第 38 号、建設省技調発第 169 号、建設省営建発第 92 号） 

基基準準額額 

5,000 
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その実現には、設計の各段階及び施工・運営段階において、設計の意図が適切に継承され、

一貫した考え方で実施されていることが重要である。 
このため、基本設計、実施設計、施工、監理の段階において、適切に設計意図が継承され

るように十分配慮する必要がある。 
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５．環境配慮型プロポーザル方式における設計者選定の手続 

プロポーザル方式の手続の流れは図Ⅴ－2.5－1 のとおりである（各方式は「４－３（１）」

参照） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図Ⅴ－2.5－1 プロポーザル方式の手続の流れ 

プ ロ ポ ー ザ ル の 準 備 

手 続 開 始 の 公 示 

説 明 書 の 交 付 

参加表明書の受領 

技 術 提 案 書 の 提 出 者 の 選 定 

選定通知／ 
提出要請書の送付 

選定通知／ 
提出要請書の送付 

受 注 意 思 確 認 

技 術 提 案 書 の 受 領 

契 約 の 締 結 

ヒ ア リ ン グ の 実 施 

技 術 提 案 書 の 評 価 

技 術 提 案 書 の 特 定 ・ 通 知 

公募型（簡易公募型） 標 準 

■結果の公表について 
建設コンサルト業務における入札
及び契約の過程並びに契約の内容
等に係る情報の公表について(平成
14年9月5日付け国官会第 1211号、
国地契第 34 号を参照) 
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５５－－１１  ププロロポポーーザザルルのの準準備備 

プロポーザルの準備に当たっては、与条件等の整理が重要となる。少なくとも以下に示す

項目を適切に整理して、プロポーザルの提案者に提示する必要がある。 
 基本構想又は整備方針（建築又は大規模な改修の目的等） 
 敷地概要（所在地、敷地面積、用途地域、建ぺい率、容積率、防火地域の指定、

上下水道及びガス等の供給処理施設及び交通条件等） 
 施設概要（用途、構造、利用状況及び今後の利用予測及び計画所要室等） 
 大規模な改修の場合にあっては、現施設の概要等 
 実施スケジュール（基本設計業務期間、実施設計業務期間、施工期間、供用開始

時期及び地質調査時期等） 
 利用者、利用予定者等からの要望事項等 
 技術提案を求める各テーマ（環境配慮を含む。）に関する項目 
 審査基準及び審査体制 

 
５５－－２２  手手続続開開始始のの公公示示 

① 公募型又は簡易公募型プロポーザルの場合は、技術提案書の提出者を選定するため、

本手続への参加の希望を表明する書類（以下「参加表明書」という。）の提出を求

めるものとする。 
② 参加表明書の受領期限は、原則として、「５－４ ①」の説明書の交付を開始した翌

日から起算して 10 日とする。 
③ 参加表明書の提出を求める場合には、官報等に次に掲げる事項を公示するものとす

る。 
1) 業務名、業務内容及び履行期限 
2) 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するため

の基準 
   ※評価項目、評価の着目点、判断基準、評価のウェート 
3) 技術提案書を特定するための評価基準 
   ※評価項目、評価の着目点、判断基準、評価のウェート 
4) 担当部局 
5) 説明書の交付期間、場所及び方法 
6) 参加表明書の受領期限並びに提出場所及び方法 
7) 技術提案書の受領期限並びに提出場所及び方法 
8) 手続において使用する言語及び通貨 
9) 契約書作成の要否 
10) 関連情報を入手するための照会窓口 
11) その他発注者が必要と認める事項 

④ ③の公示において、次に掲げる事項を英語により記載するものとする。 

－95－



 

－97－ 

1) 業務名 
2) 参加表明書及び技術提案書の受領期限 
3) 説明書を入手するための照会窓口 

 
５５－－３３  参参加加表表明明書書のの内内容容 

参加表明書には、当該業務の特性に応じて次に掲げる事項の中から選択したものを記載さ

せるものとする。 
①  建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第 23 条に基づく登録状況等 
②  保有する技術職員の状況 
③  同種又は類似の業務の実績 
④  当該業務の実施体制 
⑤  その他必要と認められる事項 

 
５５－－４４  説説明明書書のの交交付付 

① 手続開始の公示後速やかに、②に掲げる事項を記載した説明書の交付を開始するも

のとし、技術提案書の受領期限の日の前日まで交付するものとする。 
② 説明書には、「５－２ ③」（「５－２ ③ 5)」を除く。）に掲げる事項及び次に掲

げる事項を記載するものとする。 
1) 業務の詳細な説明（要求すべき環境保全性能を含むものとする。） 
2) 参加表明書及び技術提案書の作成様式、記載上の留意事項及び問い合わせ先 
3) 説明書に対する質問の受領期間、提出場所、提出方法及びその回答方法 
4) 支払条件 
5) 審査基準等 
6) その他必要と認められる事項 

③ ②に掲げるもののほか、説明書において、次に掲げる事項を明らかにするものとす

る。 
1) 受領期限までに参加表明書が到達しなかった場合及び技術提案書の提出者とし

て選定された旨の通知を受けなかった場合は、技術提案書を提出できないこと 
2) 参加表明書及び技術提案書の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする

こと 
3) 提出された参加表明書は、返却しないこと 
4) 提出された参加表明書及び技術提案書は、技術提案書の提出者の選定及び技術

提案書の特定以外に提出者に無断で使用しないこと 
5) 受領期限以降における参加表明書及び技術提案書の差し替え及び再提出は認め

ないこと。また、参加表明書及び技術提案書に記載した配置予定の技術者は、

変更することはできないこと 
6) 参加表明書又は技術提案書に虚偽の記載をした場合は、参加表明書又は技術提
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案書を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止を行うこと

があること 
④ 説明書は、別冊として、手続開始の公示の写し、契約書案、見積心得、図面（必要

な場合のみ。）、仕様書及び現場説明書を含めるものとする。 
⑤ 説明書において、「政府調達に関する苦情の処理手続」（平成 7 年 12 月 14 日付け

政府調達苦情推進本部決定）により、政府調達苦情検討委員会に対して苦情を申し

立てることができる旨を明らかにするものとする。 

 
５５－－５５  技技術術提提案案書書のの提提出出者者のの選選定定 

① 手続開始の公示及び説明書において明示した技術提案書の提出者に要求される資格

及び技術提案書の提出者を選定するための基準に基づき、参加表明書を提出した者

の審査を行い、参加表明書を提出した者の中から技術提案書の提出者を 3 から 5 社

程度選定し、技術提案書の提出者として選定した旨の通知を行うとともに、技術提

案書の提出要請書を送付するものとする。 
② ①の通知から技術提案書の提出までの期間は、公募型の場合は原則として、40 日間

以上とする（簡易公募型の場合は 15～40 日間。）。 
③ 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基

準の決定並びに参加表明書を提出した者の審査に当たっては、「５－９」の審査委

員会を活用するものとする。 
④ 技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出者を選定するための基

準は、「５－３」に掲げる事項について定めるものとする。 
⑤ 参加表明書を提出した者のうち、当該業務について技術提案書の提出者として、選

定しなかった者に対して、選定しなかった旨及び選定しなかった理由（以下「非選

定理由」という。）を書面により通知するものとする。 
⑥ ⑤の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 日（行政機関の休日に

関する法律（昭和 63 年法律第 91 号）第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない）

以内に、書面により、非選定理由についての説明を求めることができるものとする。 
⑦ 非選定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日

の翌日から起算して 10 日以内に、書面により回答するものとする。 
⑧ ⑤から⑦までに掲げる事項については、説明書において明らかにするとともに、⑥

に掲げる事項については、⑤の通知において明らかにするものとする。 
⑨ ⑤の通知は、①の通知と同時に行うとともに、非選定理由については、公示及び説

明書において明示した技術提案書の提出者に要求される資格及び技術提案書の提出

者を選定するための基準の各項目のいずれの観点から選定しなかったかを明らかに

するものとする。 
⑩ ⑦の回答内容を「５－９」の審査委員会に報告するものとする。 
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５５－－６６  選選定定通通知知／／提提出出要要請請書書のの送送付付 

技術提案書の提出要請書に次に掲げる事項を記載するものとする。 
なお、技術提案書を特定するための評価基準については、「５－９」の審査委員会を経て

決定するものとする。 
①  業務の詳細な説明 
②  技術提案書の作成様式及び記載上の留意事項 
③  技術提案書の提出方法、提出先及び提出期限 
④  技術提案書を特定するための評価基準 
⑤  技術提案書の提出要請書に不明の点がある場合の質問の受付方法、受付窓口、

受付期間及びその回答方法 
⑥  書類等の作成に用いる言語、通貨及び単位 
⑦  契約書案、仕様書案 
⑧  その他必要と認められる事項 

なお、提出書類の簡素化等を図るため、業務内容に応じて具体的な技術提案を求めるテー

マを示し、当該テーマに対する提案を求めるものとする。この場合において、提出を要求す

る書類は、必要最小限とするものとする。また、説明書及び技術提案書の提出要請書に提出

書類の様式を定め、ページ数や図表枚数等を規定するものとする。 
なお、技術提案のテーマ設定に当たっては、温室効果ガス等の排出削減に関する内容（自

然エネルギー等の積極的な利用を含む。）を含めるものとする。 
（技術提案のテーマ設定例） 

・ZEB Oriented 相当以上を達成するための設計上の配慮事項について 
・施設の特性を踏まえた機能・品質を確保した上で徹底した省エネルギー対策に取り

組むための設計上の配慮事項について 
・地域性を考慮した環境負荷の抑制と自然エネルギーの活用に関する設計上の配慮事

項について 
・本施設に適用すべき LCCO2削減技術及びそれを決定していく上で考慮すべき要素に

ついて 
・本施設の特性を考慮した、効果的な環境負荷低減に関する設計の考え方に対する提

案について（一般的項目の網羅的提示ではなく、気候・敷地・形状・周辺状況等を

考慮し、より効果的な方策を示すこと） 
・積雪・寒冷地に立地する施設について、温室効果ガス排出量の削減を行うための気

候風土及びコストを踏まえた環境負荷低減方策の提案について 

 
５５－－７７  ヒヒアアリリンンググのの実実施施 

原則として配置予定管理技術者又は担当技術者を対象に技術提案書の内容についてヒアリ

ングを実施するものとする。 
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５５－－８８  技技術術提提案案書書のの特特定定・・通通知知 

① 提出された技術提案書について、技術提案書を特定するための評価基準に基づき、

「５－９」の審査委員会の審査を経て、当該業務について技術的に最適なものを特

定するものとする。 
② ①により特定した技術提案書の提出者に対して、技術提案書を特定した旨の通知を

行うものとする。 
③ 技術提案書を提出した者のうち技術提案書を特定しなかったものに対して、技術提

案書を特定しなかった旨及び特定しなかった理由（以下「非特定理由」という。）

を書面により通知するものとする。 
④ ③の通知を受けた者は、通知をした日の翌日から起算して 7 日（行政機関の休日に

関する法律第 1 条に規定する行政機関の休日を含まない。）以内に、書面により、

非特定理由についての説明を求めることができるものとする。 
⑤ 非特定理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日

の翌日から起算して 10 日以内に、書面により回答するものとする。 
⑥ ③から⑤までに掲げる事項については、技術提案書の提出要請書において明らかに

するとともに、④に掲げる事項については、③の通知において明らかにするものと

する。 
⑦ ③の通知は、②の通知と同時に行うとともに、非特定理由については、技術提案書

を特定するための評価基準の各項目のいずれの観点から特定しなかったかを明らか

にするものとする。 
⑧ ⑤の回答内容を「５－９」の審査委員会に報告するものとする。 

 
５５－－９９  審審査査体体制制 

① 審査委員会を組織し、次に掲げる事項を調査審議し、報告するものとする。 
1) 技術提案書を特定するための評価基準の決定 
2) 技術提案書の提出を依頼する者の選定 
3) 技術提案書の特定 

② ①の審査委員会には技術提案を適切に審査できることが可能な各種技術力のある人

員を適切なバランスで配するものとし、必要があると認めるときは、委員以外の者

の意見を求めるものとする。 
また、審査委員会の構成についても、公平性・透明性確保の観点から、必要に応

じて第三者の専門家などを加えるとともに、公表されることが望ましい。 
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６．環境配慮型プロポーザル方式の推進 

６６－－１１  フフィィーードドババッックク 

プロポーザル方式では、実現性の伴わない技術提案がなされる可能性も懸念される。 
このため、環境配慮型プロポーザル方式を実施した建築物において、環境保全性能に係る

情報の蓄積を図り、その評価結果を公表するとともに、発注者は、以後の事業に対しフィー

ドバックしていくことが重要である。 

 
６６－－２２  環環境境保保全全性性能能のの評評価価 

環境配慮契約法の目的より、設計された建築物の環境評価については、LCCO2 や省エネ性

能等を的確に評価する事が重要である。環境配慮型プロポーザル方式を採用した業務におい

ては、設計成果について総合的な環境保全性能及びライフサイクル二酸化炭素排出量

（LCCO2）の評価を設計者（契約の相手方）に求めるものとする。 
国等の施設の評価手法としては、官庁施設にあっては「官庁施設の環境保全性基準」、住

宅の用途にあっては「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づく「評価方法基準68」が

既に国土交通省によって策定されている。 
また、建築物総合環境性能評価システム（CASBEE）69等も普及しており、環境配慮型プロ

ポーザル方式によって設計者が選定された施設については、これらの基準によって評価を行

うことを推奨する。 

 
６６－－３３  地地方方公公共共団団体体等等へへのの支支援援 

環境配慮契約法第 11 条において、地方公共団体及び地方独立行政法人は、「当該地方公共

団体及び地方独立行政法人における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関

する方針」を作成するよう努めるものとされている。 
しかしながら、地方公共団体等にあっては、環境配慮型プロポーザル方式を推進していく

体制を構築することが困難である場合も考えられるため、可能な限り国が支援することが重

要である。 

（１）国からの情報提供 

環境配慮契約法第 10 条において、「国は、温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の

推進に資するため、国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した

契約の締結に関する状況等について整理及び分析を行い、その結果を広く提供するものとす

る。」とされているため、提供する情報の項目、内容等を検討し、速やかに公表するものと

する。 

 
68 「日本住宅性能表示基準・評価方法基準 技術解説 2006」（工学図書株式会社）。概要は「２－２」を参照 
69 CASBEE ホームページ：http://www.ibec.or.jp/CASBEE/ 
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（２）留意点 

環境配慮型プロポーザル方式を今後実施していくに当たっては、専門の知識を持った技術

者が発注組織側に必要となるが、例えば既存のプロポーザル方式に対する支援体制の活用や、

第三者性の確保を前提として民間の専門家を発注者の支援者として登用するなど、発注者と

して構想段階から民間の設計事業者又は設計事業者チームと連携を図っていくことも考えら

れ、官民協働の体制づくりを検討する必要がある。 
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